
    

 

川崎市消費者行政推進委員会委員の選任について 

 

川崎市消費者行政推進委員会委員に次の者を選任したいので、川崎市消費者

の利益の擁護及び増進に関する条例第２３条第４項の規定により、議会の同意

を求める。 

 

令和３年 ５ 月３１日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦 

 

鈴 木 賢 二  

  

 

 

 

参考資料 

           工   事   概   要 

工 事 名 五反田川放水路設備その３工事 

本工事は、五反田川放水路整備事業の一環として、分流部施設及び放流

部施設に受変電設備、監視制御設備等の電気設備を設置するものである。 

１ 工事概要 

⑴  受変電設備    製作及び据付  １式 

⑵  運転操作設備   製作及び据付  １式 

⑶  計装設備     製作及び据付  １式 

⑷  監視制御設備   製作及び据付  １式 

⑸  非常用電源設備  製作及び据付  １式 

⑹  配管・配線            １式 他 
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